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IT 基本戦略Ⅱ 

～ITの利活用による、「元気・安心・感動・便利」社会の実現を目指して～ 

 

 

I．基本理念 

１．我が国の IT革命への取り組みと今後の課題 

２．戦略思想 

３．IT戦略本部による主導体制の確立 

 

 

II．先導的取り組みによる IT 利活用の推進 

１．「医療」 

２．「食」 

３．「生活」 

４．「中小企業金融」 

５．「知」 

６．「就労・労働」 

７．「行政サービス」 

 

 

III．新しい IT 社会基盤の整備 

１．次世代情報通信基盤の整備 

２．安全・安心な利用環境の整備 

３．次世代の知を生み出す研究開発の推進 

４．利活用時代の IT人材の育成と学習の振興 

５．ITを軸とした新たな国際関係の展開 
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I．基本理念  

 

20世紀に工業社会として繁栄した我が国は、ITの戦略的な利活用を軸として、新たな価値

に基づいた社会を築き上げる挑戦に立ち向かわなければならない。目指すは、国民一人ひと

りが知識を介した繋がりを持ち、地理的・身体的制約にとらわれずに安心して暮らし、利便

性のみならず知的感動を享受できる、「元気・安心・感動・便利」社会である。 

 

21世紀の社会を構築するに当たり、我々は既存の仕組みを大胆に効率化・高度化すると共

に、その上に立って、新たな時代を担う産業を興すことが求められている。我が国には、高

度な技術と洗練された文化があり、それらを担っている人々がいる。我々が目指す社会を支

える情報通信基盤は、これまでの努力により基礎的部分の整備が進んできた。次の段階とし

て、この基盤の上に様々なIT利活用の仕組みを具体的に描き、必要な方策を実行すれば、我

が国は21世紀型の社会・経済システムの在り方を世界に提示することができる。 

「IT基本戦略Ⅱ」は、我が国が得意とする技術や基盤の応用・実践という、我が国のIT戦

略の第二期の改革の青写真を描いている。このIT利活用戦略を、国民と政府が一丸となって

挑むべき夢のある戦略として掲げ、これを確実に遂行することにより、我が国は世界に先駆

けて、21世紀にふさわしい新たな文化や価値を創造し、最も輝いた国の一つとなることがで

きるであろう。 

 

１．我が国の IT革命への取り組みと今後の課題 

～「第一期：IT基盤整備」から、「第二期：IT利活用」への進化～ 

我が国では、2001 年 1月に「e-Japan 戦略」を決定して以来、本格的にIT基盤の整備に取

り組んできた。それから 2 年が経過し、確かに日本においてインターネットは普及しつつあ

る。「高速インターネットを 3000 万世帯に、超高速インターネットを 1000 万世帯に」という

「利用可能環境整備」の目標は達成され、実利用数でも DSL（デジタル加入者線）が 700 万

世帯以上に普及し、その月額利用料金は世界で最も安い水準になった。また、電子商取引や

電子政府関連の制度的な基盤整備も進んできた。このことから、IT戦略の第一期の目標は達

成されつつあると言える。 

今我々は、その IT 基盤を活かして社会・経済システムを積極的に変革する、IT 戦略の第

二期に差し掛かっている。革命初期の熱が冷めて実体社会の変革が始まる今こそ、ITの利活

用へと戦略を進化させる絶好の機会なのだ。我が国ではデフレが長期化する一方で、ITの実

利用はこれからであり、経済再生の切り札として期待されている IT革命については一部に悲

観論も聞かれる。しかしながら、人類の歴史を振り返ってみれば、技術革新による生産性の

飛躍的向上に伴い、物価が下落すると共に社会構造が高度化してきた。これまで培ってきた

我が国の潜在力を戦略的に再配置し、その上に ITの利活用のための必要な方策を実行すれば、

21世紀にふさわしい、新たな社会・経済システムに移行することが可能である。 

 

２．戦略思想 

～「元気・安心・感動・便利」社会を目指して～ 
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21 世紀にふさわしい社会とは、「社会全体が元気で、安心して生活でき、新たな感動を享

受できる、これまで以上に便利な社会」である。経済的に豊かで便利であることは勿論、IT

によって力を与えられた個1が、安心して豊富な知的資源をネットワーク上で交換・流通させ

ることにより、個の可能性が最大限に発揮され、新たな文化が花開き、感動が生み出される。

我々は、工業社会の次の段階として、このような社会を目指すべきである。 

例えば、日本は急速に高齢化しつつあるが、患者を中心として医療機関が連携し、診療情

報の共有化や業務のオンライン化が進めば、患者の状況にきめ細かく対応したサービスが提

供され、医療機関の経営効率も向上するなど、「便利」や「安心」を享受できる。また、IT

を活かして資源・エネルギーを効率的に利用し、環境負荷を低減させた持続可能な社会を構

築するならば、それも「安心」をもたらすことになる。さらに最近では、ゲーム、アニメ、

漫画等が、海外でも高い競争力を誇ることが知られている。これらを育み、ネットワーク上

を流通する枠組みを整備すれば、やがて日本を代表する産業に育ち、我が国が誇り得る伝統

文化等2とあわせて、新たな「感動」を生み出すだろう。こうして 21 世紀ならではの社会シ

ステムが発展し、企業、政府をはじめ様々な組織、そして社会全体が、「元気」になることが

期待される。 

 

～「構造改革」と「新価値創造」の IT利活用戦略～ 

このような社会を実現するためには、我が国はまず、｢構造改革｣を成し遂げることが必要

である。「構造改革」とは、既存の仕組みの無駄を排除し、経営資源を有効活用することによ

り、民は利益が出る体質を、官は費用対効果が最大となる仕組みを再構築することである。

日本社会には、人、技術、文化、社会基盤等、世界に誇る経営資源が存在するが、有効活用

されていない例が多い。単にコンピュータを導入するのでなく、ITを駆使して情報の流れの

制約を取り払い、組織の枠を越えて業務の過程を再定義すれば、我が国の競争力が向上し、

経済の再活性化が可能となる。 

同時に、その果実を振り向けることにより、これまでに無い新たな産業や市場を創り出す

「新価値創造」が重要である。まず我が国は、人と人だけでなく、人とモノ、モノとモノま

で遍く繋ぐユビキタスネットワークを世界に先駆けて形成することが必要である。その独自

の IT環境の上で、斬新な発想に基づいた産業やサービスを創り出せば、新たな形態での学習、

社会参加、娯楽等が可能になり、ひいては文化や価値が育まれるだろう。それらが、将来に

亘って活力ある日本の礎となるのである。 

  

～「個の視点」と「新たな国際関係」～ 

これらの改革を進める際には、供給者側の論理だけでなく、「個の視点」に立脚することが

重要である。企業や政府が ITを活かすことでどのように進化し、例えば医療、就労と言った

個の活動においてどれだけの価値が生み出されるか、供給者だけでなく利用者にとっての便

益を具体的に想定し、新たな社会の仕組みを描き、必要な方策を実施することが大切である。 

                                                   
1 この戦略でいう「個」とは、「個人」を基本にしながら、その他、企業、NPO、公共機関、地域コミュニティー等、様々な IT の利活用者である各主体を包
含する概念として定義している。 

2 映画、芸術・芸能、ファッション、生活文化、国民娯楽も我が国が誇り得る文化であり、新たな「感動」を生み出すことが期待される。 
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同時に、アジアに位置する日本が、21世紀にふさわしい「新たな国際関係」を戦略的に展

開することも、重要である。アジア各国の強みを活かす観点から、ITに関わる各分野につい

て、包括的な協調関係をアジア各国と築き、多面的に展開していくことが大切である。これ

により、今後アジア地域が、政治面、文化面まで含めてより高次元に一体化し、同時に多様

な文化や価値が共存する、世界の中でも繁栄した地域となることを目指す。 

 

～戦略の構成と政府の役割～ 

以上の戦略思想に基づき、この後の II 章では、「先導的取り組み」として 7つの分野を取

り上げ、「構造改革」や「新価値創造」の具体的方策や結果としての便益を示す。IT 利活用

の推進について、国民に身近な分野において着実に成果を出し、そこから改革の輪が日本全

体に広がることが期待される。III 章では、これらを実行する際に共通で必要となる、「新た

な IT社会基盤」を整備するための方策について、「新たな国際関係」も含めて言及する。 

両章で記載した方策は、「民を主役に官が支援する」との考えに基づいており、政府は自ら

の役割を、ア）大きな方向性の提示、イ）市場競争を重視した規制改革・競争政策、ウ）民

間の活動に対する動機付け、エ）最小限の投資、格差是正、安全性確保、オ）政府自らの活

動の効率化・高度化と資源の効率的配分、の 5つに限定する。この点を踏まえ、民・官の役

割分担を明確化する目的で、最後の IV章では、それぞれが実行すべき方策と目標を一覧で列

挙する。 

 

３．IT戦略本部による主導体制の確立 

 IT 革命の推進は政府の重要課題であり、IT戦略本部がこの戦略に則って主体的に方向性を

示し、府省の縦割りを排して施策を立案することが求められている。重点計画の策定にあた

っては、新戦略に基づく施策を大胆に取り入れると共に、実行中である現戦略に基づく施策

は必要に応じて加速する一方で、重点的な絞り込みを行うこととする。これらについては、

予算要求の過程において、過去の政策評価を踏まえた重複投資の回避、優先順位等の判断、

更に方策実施の過程において、進捗状況の管理、事後評価等を IT戦略本部が責任を持って行

うと共に、特に府省横断的な方策については、関与する複数の府省を統括してその整合的か

つ効果的な実施を確保する等、IT戦略本部の役割を強化することが必要である。なお、引き

続き、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（IT基本法）の施行状況の検討を行うにあ

たっては、これら役割強化の必要性に留意するものとする。 

 

 この戦略の成否は、各種方策の実施状況につき、達成目標を踏まえて的確に評価すること

によって明らかにされる。このため、「IT 戦略の今後の在り方に関する専門調査会」の委員

を含む民間有識者等から構成される評価機関を、IT戦略本部傘下の専門調査会として新たに

組織する。この機関は、新戦略に関する政府の取り組み状況を事後評価し、他国との比較や

新施策の提案を行う等、IT戦略本部に対して民間の立場から貢献することを目的とする。 

構造改革や新価値創造という新戦略の改革の柱は、日本経済全般にとっての鍵となるもの

であり、経済財政諮問会議と共有している。一方で、規制改革が新戦略の重要な部分を占め

ること、科学技術の戦略的開発が IT 社会の基盤となることも、言うまでも無い。IT 戦略本
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部は、経済財政諮問会議、総合規制改革会議、総合科学技術会議等、他の関係する会議・本

部等との意見交換を密にし、役割分担を明確化すると共に、方策の提案や実施において緊密

に協力し、その効果を最大化することとする。 

この戦略に記された方策を実施する過程においては、公正取引委員会による独占禁止法を

中心とした競争法の厳正かつ適正な運用に則った、専門的知見に裏付けられた競争政策の強

力な推進が不可欠である。また、それぞれの事業を所管する府省は、公正競争ルールを整備

する一方で、事後規制原則を強化することにより、市場への自由な新規参入を促進すること

とする。 

 

IT 戦略本部は、現戦略に加えてこの新戦略を確実に遂行することにより、現戦略に掲げら

れた「５年以内（2005 年）に世界最先端の IT 国家となる」という大目標を実現するととも

に、2006 年以降も世界最先端であり続けることを目指す。 


